
第 19回一関市総合教育会議 

日 時 令和６年７月 19 日（金）午後１時～２時 30 分 

場 所 一関市立磐井中学校 １階 磐井ホール 

次   第 

１ 開 会 

２ 挨 拶 

３ 懇 談 

  テーマ 特別支援教育について 

   話題提供１、意見交換 

   授業参観 

   話題提供２、意見交換 

４ 閉 会 

一関市教育に関する大綱 

【基本目標】 

   学びを広げ、人と地域が共に育ち、一関の未来を創る 

【基本方針】 

１ 生涯にわたる学びを応援し、まちづくりを担い、活躍する人づくりを進める 

（縦軸の人づくり）  

２ 学校・家庭・地域の連携を深め、心豊かにたくましく生きる人づくりを進める 

（横軸の人づくり）  

３ 郷土の歴史と文化を誇りにし、未来を創造する人づくりを進める 

（時間軸の人づくり） 



氏　名 備　考

市長 佐藤　善仁

教育委員会 教育長 時枝　直樹

委員 伊藤　一志

委員 佐藤　一伯

委員 桂島　加奈子

委員 大浪　友子

氏　名 備　考

一関市立磐井中学校 校長 須藤　淳

氏　名 備　考

教育委員会 教育次長兼教育総務課長 千葉　せつ子

一関図書館長 藤倉　忠光

副参事兼学校教育課長 八木　浩司

副参事兼文化財課長兼骨寺
荘園室長

氏家　克典

博物館次長 佐々木　修路

教育総務課課長補佐兼庶務
係長

宮野　真知子

市長公室 市長公室長 今野　　薫

市長公室次長兼政策企画課
長

飯村　昌弘

政策企画課課長補佐兼政策
推進係長

小山　隆之

政策企画課　主任主査 佐々木さやか

職

【話題提供者】

職
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特別支援教育とは（説明資料） 

学校教育課 

１ 特別支援教育の定義

特別支援教育は、様々な障がいや特性を持つ子どもたち一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を提

供する教育のことです。通常の学級、特別支援学級、特別支援学校で行われ、すべての子どもが適切な

教育を受けられるようにする（多様性に対応する）ことを目指しています。 

２ 特別支援教育の対象

特別支援教育の対象となる主な障がいには以下のものがあります。 

・知的障がい 

・発達障がい  

自閉症スペクトラム（ASD） 

社会的なコミュニケーションや対人関係、興味や行動の範囲が狭いことなどの特徴があります。 

注意欠陥・多動性障がい（AD/HD） 

注意の持続が難しく衝動的に行動してしまう、多動（過度に動き回る）といった特徴があります。 

学習障がい（LD） 

知的能力には問題がないにもかかわらず、特定の学習領域において困難を感じる状態を指します。 

・視覚障がい    ・聴覚障がい   

・肢体不自由    ・病弱、身体虚弱 

３ 特別支援教育の目的

(1)  個別の教育的ニーズへの対応 

ア 個々の障がいの特性や学習の進度に応じた指導を行う。 

イ 「個別の教育支援計画」を策定し、具体的な目標と支援方法（個別の指導計画）を設定。 

(2)  社会参加と自立の促進 

ア 社会生活に必要なスキルの習得を支援。 

イ 将来の就労や社会参加を見据えた教育を実施。 

(3)  共生社会の実現 

ア 障がいのある子どもとない子どもが共に学び合い、理解し合う機会を提供。 

イ インクルーシブ教育の推進。 

４ 特別支援教育の形態

(1) 通常の学級での特別支援教育 

ア 通常学級に在籍しながら、個別の支援を受ける。 

  ※通常学級での指導対象⇒（自閉症スペクトラム）（注意欠陥・多動性障がい）（学習障がい） 

               などの発達障がい 

※通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について R４.12.13 文部科学省 

 学習面又は行動面で著しい困難を示す割合 ＜小学校・中学校＞ 8.8％ 

(2) 特別支援学級 

ア 通常学級とは別に設置された特別支援学級で学ぶ。 

イ 小規模のクラス編成で、きめ細やかな指導を行う。 

(3)  特別支援学校 

ア 専門的な教育・支援、学習環境を提供するための学校。 

イ 障がいの種類や程度に応じたカリキュラムを提供。 

５ 特別支援教育の現状と課題（文部科学省統計より）  

(1)  特別支援学級在籍者数の推移 

ア 2010 年度: 約 6.5 万人 

イ 2020 年度: 約 12 万人 

ウ 2023 年度：約 14 万人（推計） 

(2) 発達障がいの児童生徒数の推移 

ア 2012 年度: 約 6.5 万人 

イ 2022 年度: 約 14 万人 

ウ 2023 年度: 約 15 万人（推計） 

(3)  通常の学級に在籍する発達障がい等の児童生徒に対する支援件数 

ア 2016 年度: 約 29 万件 

イ 2020 年度: 約 43 万件 

ウ 2023 年度: 約 50 万件（推計） 

(4)  背景にある考えられる要因 

ア 発達障がいをはじめとする障がいの早期発見・早期支援の取り組みが進んだこと 

イ 社会の理解が深まり、特別支援教育のニーズが可視化されたこと 

(5)  必要な対応 

ア 教員の専門性向上: 

→特別支援教育に関する研修の充実や専門家の配置と連携強化 

イ 教育環境の整備:  

→バリアフリーな校舎や設備の整備、ICT の活用 

ウ 保護者・地域社会との連携:  

→家庭と学校、地域社会が一体となって子どもを支援する体制の確立 

→保護者への情報提供と支援の強化 

６ 一関市における特別支援学級に在籍する児童生徒の状況（推移）

特別支援学級在籍全児童生徒の割合   （％） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

特別支援学級

在籍者割合 

一関市 4.29 4.44 4.68 5.30 

岩手県 3.35 3.61 3.98 未報告 

全国 3.43 3.75 未報告 未報告 
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関係機関との連携 

１ 連携について

（1） 目的 

  ア 子どもの成長段階に応じた適切な支援の確保 

イ 関係機関間での重要情報の共有 

ウ 支援の連続性の確保／支援の断片化や見落としの防止／教育環境の質の向上 

（2） 連携のための具体的な手立て 

『個別の支援シート（IISS）』及び『引継ぎシート』の活用

特長 効果 

 就学前から中学校卒業後までをカバー 

 特性とﾆｰｽﾞに基づく支援計画策定 

 支援の連続性の確保 

 異なる教育段階・機関間での適切な情報引継ぎ 

 個別ニーズの的確な把握 

２ 発達段階別の支援及びそれに係る市長部局との連携

健康こども部    福祉部     各支所 

（1） 就学前（幼稚園、保育園、こども園） 

ア 幼少期からの早期発見が重要 

イ 発達や学習の遅れ、行動の特異性などを 

迅速に把握し支援を開始することが目的 

ウ 「個別の支援シート（IISS）」を活用した、 

適切な支援計画策定 

（2） 小・中学校 

ア 「引継ぎシート【小学校版】【中学校版】 

による県内統一の継続的支援  

イ 円滑な学校生活のサポート 

（3） 中学校卒業後 

ア 進路支援と社会参加に向けた支援 

イ 関係機関との情報共有 

３ 関係機関との連携

(1)  児童相談所 

ア 家庭内の問題に関する相談と支援を行い、子どもの安全と健全な発達をサポート。 

(2)  スクールソーシャルワーカー（SSW）、スクールカウンセラー（SC） 

ア 学校内での社会的問題や家庭環境に関する支援を担当し、子どもの学びや成長を支える。（SSW） 

イ 子どもの心理的な健康と精神的な問題に焦点を当てた支援及びカウンセリング（SC） 

(3)  医療機関（子どもの発達や精神面の問題を専門的に診断・治療する機関） 

ア 学校や家庭での観察から疑われる問題について、医療的な観点からのサポートを提供 

イ 医師や臨床心理士が連携し、適切な治療やカウンセリング 

子どもの健康と

発達支援 

◎ 

〇 

〇

児童福祉と 

家庭支援 

◎ 

◎ 

◎

各地域における 

調査・支援 

◎ 

◎ 

〇

４ 各種シートの具体（例：引継ぎシート【小学校版】）

 記入例 

 記入方法 

関係機関との連携について【補足資料】 

学校教育課 

就学前（幼稚園、保育園、こども園）

就学前の子どもに対する特別支援教育は、早期発見・早期支援を目的としています。この段階での関

係機関との連携については以下のような取り組みがあります。 

１ 健康診断と早期発見 

〇 各園における定期的な健康診断や発達検査を通じて障がいの早期発見を行います。 
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